
広野町相談窓口等体制整備事業業務委託 

仕 様 書 

 

1 目的 

広野町では「広野町移住・定住促進中期戦略（２０２１〜２０２５）」に基づき、将来

の人口維持のため、若者世代の経済基盤の安定化および安心して子育てできる環境づ

くりを通じ、移住者や二地域居住者の獲得を目指している。 

本事業では、相談員による個別支援を通じ、移住希望者のスムーズな受け入れと定住を

支援する。相談窓口の運営や移住相談会への出展を通じ、移住や二地域居住に関心を持

つ方々と直接対話し、情報提供や課題解決を行う。また、オンライン相談の導入により、

遠方の方にも柔軟に対応し、地理的な制約を克服する。これらの取り組みにより、移住

意欲を高め、広野町の持続可能なコミュニティづくりを進め、新たな住民の移住定住お

よび二地域居住の促進を図る。 

 

2 業務の名称 

７広復企委託第３号_広野町相談窓口等体制整備事業業務委託 

 

3 業務の期間 

令和７年４月７日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 

 

4 業務の場所 

広野町内一円 

※移住相談会等に出展の場合はその限りでない。 

 

5 業務の内容 

本業務においては、以下に掲げる業務内容を履行するために必要と判断される企画、調

整、実施等の一切の業務を行うこととする。なお、具体的な業務の実施にあたっては、

本町と事前に協議をし、その結果に基づいて最終的に決定するものとする。 

（1） 移住希望者等へ相談対応 

ア 本町が指定する町内施設において、移住相談窓口『広野暮らし相談窓口「り

んくひろの」』（以下、「窓口」という。）を開設し、移住希望者からの住居、

仕事、生活、地域などに関する相談や問い合わせに、対面、電話、電子メー

ル、オンラインを通じて対応すること。 

イ 窓口には専属の相談員を１名以上配置し、常駐させること。また、移住相談

に対応できない場合（他の移住相談対応や外出等）については、事前に対応

策を定めておくこと。 



ウ 窓口の開所時間は、平日８時３０分から１７時１５分（1日あたり７時間４

５分）を基本とし、開所日数は２３７日以上とする。ただし、移住希望者か

らの事前予約やイベント等の必要がある場合は、土曜、日曜、祝日（国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日）を問わず

業務を行うこと。なお、詳細は本町と協議の上、移住希望者の利便性を考慮

して定めること。 

※業務除外期間：令和７年１２月２９日（月）～令和８年１月３日（土） 

エ 窓口の代表電話番号および代表メールアドレスは町が指定する。ただし、相

談員が必要と判断した場合は、別途使用する電話番号および電子メールアド

レスを用意すること。 

オ 窓口での移住希望者との対応内容は、きめ細かく記録し、本町と適宜情報共

有すること。さらに、対応内容のデータベース化を行い、本町が公益財団法

人福島イノベーション・コースト構想推進機構との契約を締結する場合に限

り、移住希望者登録システムへの情報登録も合わせて実施すること。 

カ 「広野町移住支援金」や「福島県１２市町村移住支援金」等の補助制度申請

に際し、必要書類の作成支援や受付業務を行うこと。 

キ 窓口は、委託期間終了時に施設および設備の原状回復をしなければならない。

原状回復の内容については、本町と別途協議の上決定すること。また、施設

使用時は本町と協議の上、適正な維持管理に努めること。 

ク 公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（東京都）において、個別相

談会を年１回以上実施すること。 

（2） 移住・定住促進プロモーション 

ア 本町管理の移住支援ポータルサイト『広野町移住・定住ポータルサイト「Ｈ

ＩＲＯＮＯ ＳＴＹＬＥ」』を活用し、町の魅力、国・県・町が実施する移住

支援制度など、移住希望者に有益な情報をわかりやすく整理・体裁を整えて

掲載すること。また、ポータルサイト運営受託事業者と適宜連携した上で、

掲載情報を常に最新の内容に更新し、タイムリーに情報提供すること。なお、

ポータルサイトの操作は本町指定のパソコンを使用すること。 

イ 福島県運営の『福島県移住ポータルサイト「ふくしまぐらし」』やその他の

移住定住・二地域居住促進を目的とするポータルサイトにおいて、本町に一

部操作権限が認められているページを効果的に活用し、情報掲載および情報

発信すること。 

ウ 各種ソーシャルメディアを活用し、町の魅力や移住に関する情報を積極的に

発信し、移住希望者および一般の方々に対して本町のＰＲ活動を効果的に実

施すること。 

エ 本町管理のファンクラブサイト「ひろぼークラブ」を活用し、町の魅力や移



住情報を発信し、ファンクラブ会員および関係・交流人口に対して町のＰＲ

活動を行うこと。 

オ 移住相談者に対し、定期的に電話やメールで状況確認を行い、有益な情報や

本町の魅力をタイムリーに発信すること。また、移住希望者のニーズに合わ

せ、適切な情報提供を継続すること。 

カ 国・県・近隣市町村、および公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

等の関係機関と密接に連携し、移住に関する最新情報を収集、必要に応じて

移住希望者に的確な情報提供を行うこと。 

キ 首都圏等またはオンラインで開催される移住相談会に出展すること。さらに、

福島県または「ふくしま１２市町村移住支援センター」、本町主催のセミナ

ーやツアー等に協力し、移住支援活動を拡大すること。なお、出展・協力の

際は、事前に本町に判断・承認を得ること。なお、ブース装飾物品（テーブ

ルクロス、椅子カバー、ロールアップバナー、法被、ＰＲポスター、各種パ

ンフレット）は本町が用意する。その他の物品については、本町と協議の上

で手配すること。 

※令和６年度の参考情報 

（ア） 首都圏で開催された移住相談会：６回 

（イ） 「ふくしま１２市町村移住支援センター」主催のセミナー：６回 

（ウ） 「ふくしま１２市町村移住支援センター」主催のツアー：３回（本町

がツアー先の該当分） 

（エ） 広野町主催のツアー：１回 

（3） 定着支援 

ア 本町へ移住した者からの相談・問い合わせに応じ、解決に向けた取り組みを

行うこと。 

イ 移住者へのフォローアップとして、定期的に電話や電子メール等で状況確認

を行い、定着支援を実施すること。 

ウ 福島県が実施する「ふくしま１２市町村移住サポーター事業」において、町

内サポーターを務める者と連携を図り、より効果的な定着支援を図ること。 

（4） 移住希望者向け町内環境の整備 

ア 町内外の機関、団体、事業所、行政区など各種コミュニティを把握し、必要

に応じて移住希望者へ紹介または案内すること。 

イ 福島県または「ふくしま１２市町村移住支援センター」等が主催し、移住定

住や二地域居住を促進するため開催される研修会や勉強会、報告会に参加す

ること。 

ウ 空き家や賃貸物件、空き地等の情報を収集し、各専門団体の相談窓口や町内

または近隣市町村に事務所を有する不動産事業者と連携を図り、町内空き家



物件の利活用を図ること。 

（5） 移住定住・二地域居住を促進するための事業 

移住定住・二地域居住の促進を目的とした事業を企画し、年２回以上実施するこ

と。 

（6） 広野町地域おこし協力隊との連携 

ア 全隊員と月１回以上の面談および相談対応を実施すること。 

イ 必要に応じ、協力隊の活動サポートを実施すること。 

（7） 対応マニュアルの作成および更新 

本業務で得た知見をもとに、業務マニュアルを作成し、必要に応じ更新すること。 

（8） 業務従事者名簿および個人情報取扱フロー図の作成 

本業務に従事する者の氏名、担当業務、その他業務に有効と思われる資格等を記

載した名簿を作成すること。また、本業務で集めた個人情報等を、特にデータの

調査・分析を目的として窓口以外の場所へ持ち出す場合、業務の流れを明確にす

るためのフロー図を作成すること。 

（9） その他 

ア 町役場において月１回程度の定例会を実施し、担当課と業務の進捗状況等を

共有すること。 

イ 町役場において年２回程度、本町が設置する「広野町移住・定住推進チーム」

に対し事業報告会を開催すること。開催時期は９月頃および翌年３月頃とし、

チーム員が出席可能な日程とすること。 

ウ 定例会および事業報告会等で受けた指示は、可能な限り本事業に反映するこ

と。 

エ その他必要に応じて担当課等との打合せを実施すること。 

オ 町の他の移住関連事業との定期的な情報交換の場を設け、調整および連携を

はかること。 

カ 本業務においては、役場内の他課との連携が発生することがあるため、あら

かじめ想定しておくこと。 

キ 毎月の各業務状況に関する報告書を作成し、翌月の１０日までに本町に報告

すること。ただし、翌年３月分については当月末日を報告期限とする。 

ク 上記業務以外にも、移住定住・二地域居住者数の増加を図るため、受託者の

有するノウハウやネットワーク等を最大限に活用し、本町の現状および相談

者の傾向や課題を分析、移住定住・二地域居住者数の増加が見込まれる事業

等の企画提案を積極的に行うこと。 

 

6 相談業務に従事する相談員の人物像 

本業務に従事する相談員については、以下の条件のすべてに該当する者を配置するこ



と。 

（1） 本町への移住定住・二地域居住等促進につなげるため、同種の相談対応業務経験

に加え、福島県全域について幅広い知識があり、本町の魅力や暮らし、地域活性

化に関心をもつ、広野町に愛着がある者であること。 

（2） 移住希望者の相談に親身になって対応でき、プロジェクトマネジメントのスキル

を有し、本業務の実施を統括できる者であること。 

（3） 心身ともに健康な者であること。 

（4） 令和７年４月１日時点で満６５歳未満の者であること。 

（5） 基本的な事務処理（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）、オンライン

配信が可能であること。 

（6） 普通自動車を運転できる者であること。 

（7） 行政のまちづくりを十分に理解し、関係者と協働して推進できる者であること。 

（8） 行政や地域とのコミュニケーションが可能で、民間との連携者も図れること。 

（9） 地域住民と協力し、地域の活力増進のために行動できること。 

 

7 業務の対象経費 

本業務の対象経費は以下のとおりとする。なお、実際に発生した経費は支払いの対象と

するが、契約金額を超過した場合、その超過分は対象外とする。 

（1） 人件費 

本業務を従事する者の人件費 

（2） 窓口業務経費 

ア 宿泊費 

原則、「職員の旅費に関する条例（昭和４１年１月２９日条例第２５号）」に

基づき、甲地方（東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市また

は準ずる地域）は上限１３，１００円、乙地方（甲地方を除く地域）は上限

１１，８００円とする。なお、必ず領収書を受領すること。 

イ 交通費 

原則、県外での移動時は公共交通機関を使用し、必ず領収書を受領すること。 

（3） その他の経費 

本事業を履行するために要する以下の経費。ただし、事前に本町に判断・承認を

得ること。 

ア 消耗品費 

イ 燃料費 

ウ 通信運搬費 

エ 委託料 

オ 賃借料 



カ 有料道路通行料 

キ 駐車場使用料 

ク 印刷製本費 

ケ 謝金 

コ その他の実施に要する経費 

 

8 業務の対象外経費 

以下の費用は、本業務委託費に含まれない経費とする。 

（1） 本町で別途負担する、以下の移住相談会における出展・施設利用料 

※以下の開催情報は令和７年２月時点の予定である。 

ア 主催：公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 

名称：テーマから探す！移住フェア 

開催日：令和７年６月１日（日） 

開催場所：東京交通会館 

出展料金：６６，０００円（税込） 

イ 主催：公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 

名称：東北移住＆つながり大相談会 

開催日：令和７年７月１３日（日） 

開催場所：東京交通会館 

出展料金：６６，０００円（税込） 

ウ 主催：公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 

名称：ふるさと回帰フェア 

開催日：令和７年９月２０日（土）〜２１日（日） 

開催場所：東京国際フォーラム 

出展料金：２４２，０００円（税込） 

エ 主催：ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア実行委員会 

名称：ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア 

開催日：令和７年１１月２２日（土）〜２３日（日） 

開催場所：東京ビックサイト 

出展料金：２６４，０００円（税込） 

（2） 食糧費 

勉強会やツアー等に参加した際、本業務を従事する者が飲食する費用 

（3） 備品購入費および装飾品制作費 

おおむね３年以上の使用に堪えられる１０，０００円以上物品を購入する費用 

（4） 本町で別途負担する以下の負担金 

ア 公益財団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構の年会費 



（5） 本町管理の公共施設利用に要する経費 

ア 光熱水費 

イ 利用料 

（6） 本町が実施する以下の移住定住・二地域居住促進事業における計上経費と重複す

る経費 

ア 情報発信事業 

イ 情報ポータルサイト等整備事業 

ウ 移住定住体験ツアー等調査・実証事業 

エ インターン地域交流活動等支援事業 

オ 二地域居住アーティスト・イン・レジデンス調査構築事業 

カ お試し住宅等運営事業 

キ 空き家住宅利活用促進事業 

 

9 再委託の禁止 

受託者は、本業務を第三者に再委託または請け負わせてはならない。やむを得ず一部再

委託が必要な場合は、再委託先の名称、概要、再委託内容等を記載した書面をもって、

本町の承諾を得ること。 

 

10 打合せおよび議事録の作成 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は本町と十分な打合せを行い、進捗状況 

の報告、業務方針及び疑義事項の確認等を行い、その内容については受託者が都度、議 

事録を作成した上で本町に提出すること。 

 

11 関係書類の管理及び帰属 

本業務で使用・作成した資料および成果品はすべて本町に帰属する。受託者は、本町の

許可なくこれらを公表、貸与、使用、複製、流用してはならない。また、成果品等の作

成に際し、他者の資料を引用または転用する場合、著作権その他の法令上の権利調整を

行い、了承を得ること。 

 

12 業務の引き継ぎ 

委託期間終了または契約解除等により次期受託者へ業務を引継ぐ際、円滑な引継ぎに

協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。 

 

13 その他補足 

本仕様書に記載のない事項については、契約者決定後、本町と受託者が誠意を持って協

議し、法令を遵守して実施すること。 



 

14 成果品 

受注者は以下により、本業務に関する成果物を本町に提出するものとする。 

（1） 提出物 

ア 業務月次報告書（１２ヶ月分）および業務完了報告書 

イ 本業務で作成した成果物（例：チラシ、レポート等） 

ウ 業務内容引継書 

エ 事業経費報告書（すべての経費について、記録簿、領収書等の根拠が分かる

資料を揃え、報告書にまとめること。） 

（2） 提出方法 

ア 紙媒体３部および電子データ（ＤＶＤ）を３部提出すること。 

（3） 提出期限 

令和８年３月３１日 

※ただし、２月半ばまでに暫定版を作成・提出すること。 

（4） 提出先 

広野町役場 復興企画課 

〒９７９−０４０２ 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５ 

 

15 仕様の変更 

（1） 仕様変更 

受託者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合、あらかじめ

本町と協議し、承認を得ること。 

（2） 仕様書記載外の事項 

本仕様書に記載されていない事項または記載内容に疑義が生じた場合、必要に応

じて本町と受託者が協議して定めること。 

 

16 受託者の責務 

（1） 委託業務に関するトラブル等については、受託者が責任をもって対応すること。 

（2） 受託者は、個人情報の保護、労働基準法、労働関係調整法、労働契約法等の諸法

令を遵守すること。 

（3） 管理上の瑕疵により、施設、物品、利用者等に損害を与えた場合、その損害賠償

は受託者が負担すること。 

（4） 個人情報の取扱いには十分留意し、漏えい、滅失、毀損の防止その他個人情報保

護に努めること。業務上知り得た秘密を漏らしたり、自己の利益に利用してはな

らない。契約期間終了後も同様とする。なお、個人情報が記載された資料は事業

完了後、本町に返還すること。 



（5） 本業務により作成された報告書、各種マニュアル等の成果物の著作権はすべて本

町に帰属すること。 

（6） 本事業実施に際し取得した物品は本町に帰属し、事業終了後に引き渡すこと。 

（7） 本業務に関連する書類・領収書等は、委託業務完了日の属する会計年度の翌年度

から５年間保存し、監査が行われる際には全面的に協力すること。 

（8） 本業務による成果物の知的財産権等は、本町に移転するものとする。 

（9） 本事業は公費を財源とするため、事業趣旨を十分に理解した上で、事業開始後で

あっても、委託料の範囲内で本町の指示に従うこと。 

 

17 業務実施における注意事項 

本業務にあたる者が病気や事故等により勤務できない場合、速やかに代替人員を配置

し、業務の履行に支障が生じないよう努めること。 

 

18 損害賠償 

受託者は、業務の履行に伴い第三者に損害を与えた場合、本町に帰すべき理由を除き、

すべて受託者の責任で処理すること。 


